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前
納
制
度

一
括
し
て
納
め
る
と
、保
険
料
が

割
引
に
な
り
ま
す
。ま
た
、口
座
振
替

で
前
納
す
る
と
、現
金
で
前
納
す
る

場
合
よ
り
も
お
得
で
す
。２
年
・
１

年
・
６
カ
月
前
納
の
中
か
ら
選
べ
ま

す
。希

望
す
る
場
合
は
、必
要
な
も
の

を
持
参
の
上
、２
月
28
日
㊎
ま
で
に

金
融
機
関
ま
た
は
年
金
事
務
所
へ
申

し
出
て
く
だ
さ
い
。

早
割
制
度

口
座
振
替
の
指
定
日
を
納
付
期
限

よ
り
１
カ
月
早
め
る
と
、保
険
料
が

割
引
に
な
り
ま
す
。納
め
忘
れ
の
心

配
も
な
く
、安
心
・
確
実
で
す
。希
望

す
る
人
は
、金
融
機
関
ま
た
は
年
金

事
務
所
へ
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

▼
口
座
振
替
に
よ
る「
前
納
」ま
た
は

「
早
割
」の
申
し
出
に
必
要
な
も
の

□
預
貯
金
通
帳

□
預
貯
金
通
帳
届
出
印

□
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の

（
年
金
手
帳
・
基
礎
年
金
番
号
通
知

２
月
は
お
得
な
前
納
制
度
の
申
し
込
み
月

国
民
年
金
保
険
料
の
割
引
制
度

まちの木

20
歳
を
迎
え
た
皆
さ
ん
へ

国
民
年
金

国
民
年
金
は
、年
を
と
っ
た
と
き
、

病
気
や
事
故
で
障
害
が
残
っ
た
と

き
、家
族
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た

と
き
に
、働
い
て
い
る
世
代
み
ん
な

で
支
え
よ
う
と
い
う
考
え
で
作
ら
れ

た
仕
組
み
で
す
。20
歳
以
上
60
歳
未

満
の
人
は
加
入
す
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

将
来
の
大
き
な
支
え
に
な
り
ま
す

国
民
年
金
は
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
人
が
加
入
し
、保
険
料
を
納
め
る

制
度
で
す
。国
が
責
任
を
も
っ
て
運

営
す
る
た
め
、安
定
し
て
お
り
、年
金

の
給
付
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
保
障
さ

れ
ま
す
。

老
後
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、年
を
と
っ
た
と

き
の
老
齢
年
金
の
ほ
か
、病
気
や
事

故
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
の
障
害
年

金
、ま
た
、加
入
者
に
よ
り
生
計
を
維

持
さ
れ
て
い
た
遺
族（
子
の
あ
る
配

偶
者
や
子
）が
受
け
取
れ
る
遺
族
年

金
も
あ
り
ま
す
。

学
生
納
付
特
例
制
度

学
生
は
一
般
的
に
所
得
が
少
な
い

た
め
、本
人
の
所
得
が
一
定
額
以
下

の
場
合
、保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
る
制
度
で
す
。

対
象
は
、学
校
教
育
法
に
規
定
す

る
大
学
、大
学
院
、短
期
大
学
、高
等

学
校
、高
等
専
門
学
校
、専
修
学
校
お

よ
び
各
種
学
校（
修
業
年
限
１
年
以

上
で
あ
る
課
程
）、一
部
の
海
外
大
学

の
日
本
分
校
に
在
学
す
る
人
で
す
。

納
付
猶
予
制
度

学
生
で
な
い
50
歳
未
満
の
人
で
、

本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
に
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

▼
手
続
き
・
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課
保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

渋
川
年
金
事
務
所

国
民
年
金
課

☎
22
・
１
６
０
７

まちの鳥

書
・
国
民
年
金
保
険
料
納
付
書
な
ど
）

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付

で
も
、保
険
料
の
２
年
前
納
が
で
き

ま
す
。

※
有
効
期
限
を
迎
え
る
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
は
、更
新
時
に
改
め
て
手
続

き
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。ご

注
意
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、日
本
年
金
機
構
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

渋
川
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

☎
22
・
１
６
０
７
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発
電
用
施
設
の
立
地
地
域
・
周
辺

地
域
で
あ
る
市
町
村
へ
の
交
付
金
を

利
用
し
て
、漆
原
地
内
の
町
道
駒
小
・

半
田
線（
約
１
４
０
ｍ
）の
ア
ス
フ
ァ

ル
ト
舗
装
を
補
修
し
ま
し
た
。こ
れ

に
よ
り
、ひ
び
割
れ
や
わ
だ
ち
な
ど

の
路
面
損
傷
を
改
善
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課
都
市
建
設
室

☎
26
・
２
２
７
８（
直
通
）

快
適
な
道
路
に

電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金
事
業
で
舗
装
補
修

さ
ら
な
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
の
た
め
に

都
市
計
画
の
変
更

令
和
６
年
12
月
12
日
付
け
で
、吉

岡
都
市
計
画
地
区
計
画
の
う
ち
駒
寄

ス
マ
ー
ト
Ⅰ
Ｃ
東
周
辺
地
区
の
一
部

を
変
更
し
ま
し
た
。

▼
変
更
の
内
容

●
Ｃ
地
区
と
Ｄ
地
区
の
区
割
り
の
一

部（
民
有
地
が
境
界
で
あ
っ
た
部

分
を
道
路
に
変
更
）

●
Ｃ
地
区
に
建
築
を
可
能
と
す
る
建

築
物
の
見
直
し（
金
融
機
関
の
店

舗
の
う
ち
銀
行
、信
用
金
庫
、信
用

組
合
、労
働
金
庫
ま
た
は
農
業
協

同
組
合
で
、床
面
積
が
３
０
０
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
追

加
）

●
Ｄ
地
区
に
建
築
を
可
能
と
す
る
建

築
物
の
見
直
し（
物
品
販
売
店
舗

の
床
面
積
の
上
限
撤
廃
）

詳
し
く
は
、窓
口
で
図
書
を
縦
覧

い
た
だ
く
か
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
縦
覧
・
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課
都
市
建
設
室

〒
３
７
０-
３
６
９
２

吉
岡
町
大
字
下
野
田
５
６
０
番
地

☎
26
・
２
２
７
８（
直
通
）

まちの鳥

今月の納税今月の納税

コンビニエンスストア、ＬＩＮＥ Ｐａｙ、ＰａｙＰａｙ、
auPAY、d払いでも納付できます。また、

便利で確実な口座振替も
ご利用ください。

納期限  ２月28日㊎

国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

…８期

定例教育委員会の傍聴

教育委員会事務局 教育総務室
☎26-2285（直通）

●日時 ２月１９日㊌ 9：00～
●場所　文化センター２階研修室
●定員　先着８人
※当日直接会場へお越しください。

〈問い合わせ先〉

　血液は医療が進歩した今でも人工的
に造ることができず、長期保存もできま
せん。また、１人の人が１年間に献血でき
る回数や量には上限があります。大切な
命を救うために、皆さまのご協力をお待
ちしております。

※会場では基本的感染対策を実施して
います。余裕をもってお越しください。
※200ml献血は、医療機関からの需要
状況で人数制限があります。ご了承く
ださい。

期 日　２月２８日㊎

時 間　10：00～12：00
　　　 13：15～16：00

場 所　役場

問い合わせ先
健康福祉課 福祉室
☎26-2246（直通）

献血にご協力を
お願いします

まちの花
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まちの木

申
請
期
間
は
３
月
３
日
㊊
〜
３
月
31
日
㊊
で
す

委
員
を
募
集
し
ま
す

紙
お
む
つ
・
尿
取
り
パ
ッ
ド
購
入
助
成
事
業

吉
岡
町
国
民
健
康
保
険
事
業
運
営
協
議
会

令
和
６
年
10
月
〜
令
和
７
年
３
月

に
購
入
し
た
紙
お
む
つ
や
尿
取
り

パ
ッ
ド
の
費
用
を
、申
請
に
よ
り
助

成
し
ま
す
。

▼
対
象

町
在
住
・
在
宅
で
、常
時
紙
お
む
つ
・

尿
取
り
パ
ッ
ド
を
使
用
し
、購
入
時

点
に
お
い
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
人（
施
設
な
ど
に
入
院
・
入
所
し

て
い
る
人
は
除
く
。）

●
65
歳
以
上
で
要
介
護
３
〜
５
の
認

定
を
受
け
て
い
る
人

●
３
歳
以
上
で
身
体
障
害
者
手
帳
１

級
・
２
級
ま
た
は
療
育
手
帳
Ａ
を

保
有
し
て
い
る
人

▼
申
請
期
間

３
月
３
日
㊊
〜
３
月
31
日
㊊

▼
申
請
方
法

申
請
書（
窓
口
で
受
け
取
る
か
、町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。）を
窓
口
に
提
出
す
る

か
、次
の
二
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
を
読

み
取
っ
て
電
子
申
請
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

町
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
に

関
す
る
事
項
に
つ
い
て
協
議
す
る
委

員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
人
員

①
吉
岡
町
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

代
表

２
人

②
被
用
者
保
険
等
被
保
険
者
代
表（
国

民
健
康
保
険
以
外
の
社
会
保
険
な

ど
に
加
入
し
て
い
る
人
）１
人

①
・
②
共
通
事
項

▼
募
集
用
件

町
在
住
の
人
で
、昭
和
33
年
４
月

２
日
か
ら
平
成
17
年
４
月
１
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
人
、か
つ
、町
の
他
の
委

員
会
の
委
員
を
３
つ
以
上
兼
務
し
て

い
な
い
人

▼
任
期

３
年（
令
和
７
年
度
〜
令

和
９
年
度
）

▼
報
酬

１
回
当
た
り
４
，４
０
０
円

▼
会
議
の
開
催

年
２
回
程
度

▼
応
募
・
選
考
方
法

応
募
用
紙（
窓
口
ま
た
は
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）に

必
要
事
項
を
記
入
し
、持
参
ま
た
は

まちの花

郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。原
則
書
類
選

考
で
す
。必
要
に
応
じ
て
面
接
を
行

う
予
定
で
す
。

※
提
出
書
類
は
返
還
で
き
ま
せ
ん
。

▼
締
切

２
月
28
日
㊎

▼
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

〒
３
７
０-

３
６
９
２

吉
岡
町
大
字
下
野
田
５
６
０
番
地

住
民
課
保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

●
令
和
６
年
10
月
１
日
〜
令
和
７
年

３
月
31
日
の
レ
シ
ー
ト
や
領
収
書

●
介
護
保
険
証
、身
体
障
害
者
手
帳

ま
た
は
療
育
手
帳
の
写
し

※
審
査
後
、指
定
さ
れ
た
口
座
に
振

り
込
み
ま
す
。

▼
助
成
上
限
額

１
万
円

▼
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課
介
護
高
齢
室

☎
26
・
２
２
４
７（
直
通
）

ひとりで悩んでいませんか？

▲相談窓口一覧
　（県ホームページ）

DV（ドメスティック・バイオレンス、配偶者や事実
婚、交際相手など親しい関係で起こる暴力）は、許
されない人権侵害行為です。
つらい思いをされている人はご相談ください。

問い合わせ先
健康福祉課 福祉室
☎26-2246（直通）

※命の危険を感じた場合は迷わず１１０番通報して
　ください。

▲申請フォーム
（3月3日㊊に受け
付け開始します。）


